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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　噛合するスプロケットを介して伝達される動力によって、搬送物を搬送するコンベヤチ
ェーンにおいて、
　搬送方向に延出する第一リンクプレートと、
　搬送方向に延出し、且つ搬送方向との直交方向において該第一リンクプレートと対向す
る第二リンクプレートと、
　略矩形板状に形成され、
　延出方向を搬送方向とし、且つ厚み方向を前記第一リンクプレートおよび第二リンクプ
レートの対向方向との直交方向として配設される受け部材と、
　を備え、
　前記第二リンクプレートの延出方向との直交方向における一方側の縁部において、前記
第二リンクプレートとの直角方向、且つ前記第一リンクプレートに向かって延出する舌片
部が設けられ、
　該舌片部を介して、前記第二リンクプレートに前記受け部材が一体的に成形されて固設
され、
　前記受け部材に搬送物を載置して搬送するコンベヤチェーンであって、
　前記第一リンクプレートおよび前記第二リンクプレートは、外側リンクを構成するとと
もに、前記舌片部および前記受け部材は、外側リンクにのみ設けられ、
　前記受け部材の載置面における延出方向の両側には、
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　前記受け部材の厚みを前記延出方向に向かって徐々に薄くするテーパー面が各々形成さ
れており、
　コンベヤチェーンがスプロケットに噛合しながら巻回される際の前記載置面の延出方向
の端部の軌跡が、
　搬送物を搬送する際の前記載置面が描く直線状の軌跡を接線とする、前記スプロケット
と同軸上の円形内に収まるようになっている、
　ことを特徴とするコンベヤチェーン。
【請求項２】
　前記舌片部は、前記受け部材の厚み方向の中途部に嵌設され、
　前記舌片部の中央部には、切欠孔が形成され、
　前記受け部材の内部において、
　該受け部材の厚み方向両側の肉厚部は、前記切欠孔の内部に満たされた中実部により連
結される、
　ことを特徴とする、請求項１に記載のコンベヤチェーン。
【請求項３】
　前記舌片部の延出方向との直交方向の両側縁部には、矩形状の凹部が形成され、
　前記受け部材の内部において、
　該受け部材の厚み方向両側の肉厚部は、前記凹部の内縁部に満たされた中実部により連
結される、
　ことを特徴とする、請求項２に記載のコンベヤチェーン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、載置された搬送物を所定位置に搬送する、コンベヤチェーンの技術に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、工場の生産ラインなどにおいて、部品または完成品を所定位置まで搬送するた
めの手段の一つとして、無端状のコンベヤチェーンが知られている。
　前記コンベヤチェーンは一連または二連以上備えられ、例えば、水平方向に延出し、且
つ互いに平行に配設される。
　そして、複数の部品または完成品は、前記コンベヤチェーン上に直接載置され、あるい
は一つのバケット内に纏められた後、該バケットを介して前記コンベヤチェーン上に載置
され、所定位置まで搬送される。
【０００３】
　ここで、前記搬送装置に備えられる各コンベヤチェーンにおいては、搬送物であるバケ
ットの耐用年数の延長を図るために、従来から、複数の樹脂製またはゴム製の受け部材が
、所定ピッチ毎に配設されている（例えば、「特許文献１」を参照）。
　つまり、バケットは、コンベヤチェーンの金属部品上に直接載置されるのではなく、樹
脂製またはゴム製の受け部材上に載置される。そのため、例えばバケットの底面に発生す
る不意な傷や欠損などを極力防止でき、該バケットの耐用年数の延長を図ることができる
のである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実公平６－１１９４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記「特許文献１」に示されるように、従来のコンベヤチェーンに配設
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される受け部材は、略矩形板状に形成されており、スプロケットを通過する際、多角形状
の軌跡を描くこととなる。
　その結果、例えば、コンベヤチェーンの搬送方向の上流側端部または下流側端部におい
て、搬送途中のバケットの底部に受け部材が噛み込む、または引っ掛かる等の不具合が発
生する場合があった。
【０００６】
　本発明は、以上に示した現状の問題点を鑑みてなされたものであり、例えば、バケット
などの搬送物を受け部材に載置して搬送するコンベヤチェーンであって、搬送方向の上流
側端部または下流側端部において、搬送物および受け部材の双方に、「噛み込み」や「引
っ掛かり」などによる損傷を与えることなく、該搬送物を所定位置まで搬送することが可
能なコンベヤチェーンを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００８】
　即ち、本発明のコンベヤチェーンは、噛合するスプロケットを介して伝達される動力に
よって、搬送物を搬送するコンベヤチェーンにおいて、搬送方向に延出する第一リンクプ
レートと、搬送方向に延出し、且つ搬送方向との直交方向において該第一リンクプレート
と対向する第二リンクプレートと、略矩形板状に形成され、延出方向を搬送方向とし、且
つ厚み方向を前記第一リンクプレートおよび第二リンクプレートの対向方向との直交方向
として配設される受け部材と、を備え、前記第二リンクプレートの延出方向との直交方向
における一方側の縁部において、前記第二リンクプレートとの直角方向、且つ前記第一リ
ンクプレートに向かって延出する舌片部が設けられ、該舌片部を介して、前記第二リンク
プレートに前記受け部材が一体的に成形されて固設され、前記受け部材に搬送物を載置し
て搬送するコンベヤチェーンであって、前記第一リンクプレートおよび前記第二リンクプ
レートは、外側リンクを構成するとともに、前記舌片部および前記受け部材は、外側リン
クにのみ設けられ、前記受け部材の載置面における延出方向の両側には、前記受け部材の
厚みを前記延出方向に向かって徐々に薄くするテーパー面が各々形成されており、コンベ
ヤチェーンがスプロケットに噛合しながら巻回される際の前記載置面の延出方向の端部の
軌跡が、搬送物を搬送する際の前記載置面が描く直線状の軌跡を接線とする、前記スプロ
ケットと同軸上の円形内に収まるようになっていることを特徴とする。
【０００９】
　上記構成において、前記舌片部は、前記受け部材の厚み方向の中途部に嵌設され、前記
舌片部の中央部には、切欠孔が形成され、前記受け部材の内部において、該受け部材の厚
み方向両側の肉厚部は、前記切欠孔の内部に満たされた中実部により連結されることが好
ましい。
【００１０】
　また、上記構成において、前記舌片部の延出方向との直交方向の両側縁部には、矩形状
の凹部が形成され、前記受け部材の内部において、該受け部材の厚み方向両側の肉厚部は
、前記凹部の内縁部に満たされた中実部により連結されることが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
　即ち、請求項１におけるコンベヤチェーンによれば、搬送方向の上流側端部または下流
側端部において、搬送物および受け部材の双方に、「噛み込み」や「引っ掛かり」などに
よる損傷を与えることなく、該搬送物を所定位置まで搬送することができる。
【００１２】
　また、請求項２におけるコンベヤチェーンによれば、例えば、舌片部の延出方向や厚み
方向に作用する突発的な圧縮荷重や引張荷重が、受け部材に付加されたとしても、舌片部
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より受け部材が抜脱されたり、またはめくりあがったりするようなことはない。
【００１３】
　さらに、請求項３におけるコンベヤチェーンによれば、例えば、舌片部の延出方向に作
用する突発的な圧縮荷重や引張荷重が、受け部材に付加されたとしても、舌片部より受け
部材が抜脱されたりするようなことはない。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第一実施形態に係るコンベヤチェーンの全体的な構成を示した図であっ
て、（ａ）はその平面図、（ｂ）はその側面図。
【図２】同じく、第一実施形態に係るコンベヤチェーンの全体的な構成を示した図であっ
て、図１（ｂ）の矢印Ｂの方向から見た断面図。
【図３】スプロケットに巻回される際のコンベヤチェーンの状態を示した図であって、（
ａ）は第一実施形態に係るコンベヤチェーンの状態を示した側面図、（ｂ）は従来の形態
に係るコンベヤチェーンの状態を示した側面図。
【図４】コンベヤチェーン同士の乗移り部において、搬送物が完全に下流側のコンベヤチ
ェーンに乗移った際の状態を示した図であって、（ａ）は第一実施形態に係るコンベヤチ
ェーンからなる乗移り部の状態を示した側面図、（ｂ）は従来の形態に係るコンベヤチェ
ーンからなる乗移り部の状態を示した側面図。
【図５】同じく、コンベヤチェーン同士の乗移り部において、搬送物が下流側のコンベヤ
チェーンに乗移る途中の状態を示した図であって、（ａ）は第一実施形態に係るコンベヤ
チェーンからなる乗移り部の状態を示した側面図、（ｂ）は従来の形態に係るコンベヤチ
ェーンからなる乗移り部の状態を示した側面図。
【図６】コンベヤチェーン上の中途部において、搬送物をストッパーによって停止させた
直後の状態を示した図であって、（ａ）は第一実施形態に係るコンベヤチェーンの状態を
示した側面図、（ｂ）は従来の形態に係るコンベヤチェーンの状態を示した側面図。
【図７】本発明の第二実施形態に係るコンベヤチェーンの全体的な構成を示した図であっ
て、（ａ）はその平面図、（ｂ）はその側面図。
【図８】同じく、第二実施形態に係るコンベヤチェーンの全体的な構成を示した図であっ
て、図７（ｂ）の矢印Ｂの方向から見た断面図。
【図９】第二実施形態に係るコンベヤチェーンにおいて、受け部材が装着されたチェーン
リンクの形状を示した図であって、（ａ）はその下方斜視図、（ｂ）はチェーンリンクの
前後中央部に位置する垂直平面によって区切った下方断面斜視図。
【図１０】本発明の第三実施形態に係るコンベヤチェーンの全体的な構成を示した図であ
って、（ａ）はその平面図、（ｂ）はその側面図。
【図１１】同じく、第三実施形態に係るコンベヤチェーンの全体的な構成を示した図であ
って、図１０（ｂ）の矢印Ｂの方向から見た断面図。
【図１２】第三実施形態に係るコンベヤチェーンにおいて、受け部材が装着されたチェー
ンリンクの形状を示した図であって、（ａ）はその下方斜視図、（ｂ）はチェーンリンク
の前後中央部に位置する垂直平面によって区切った下方断面斜視図。
【図１３】その他の受け部材の形状を示した図であって、（ａ）は下面の搬送方向の両端
部に各々一枚のリブを備える受け部材の形状を示した下方斜視図、（ｂ）は下面の搬送方
向の両端部に各々二枚のリブを備える受け部材の形状を示した下方斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、発明の実施の形態を説明する。
【００１６】
　［コンベヤチェーン１（第一実施形態）］
　先ず、本発明を具現化する、第一実施形態に係るコンベヤチェーン１の構成について、
図１乃至図６を用いて説明する。
　なお、以下の説明に関しては便宜上、図１（ｂ）、および図２乃至図６の上下方向をコ
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ンベヤチェーン１の上下方向と規定して記述する。
　また、図１、および図３乃至図６の矢印Ａの方向を搬送方向と規定して記述する。
【００１７】
　本実施形態におけるコンベヤチェーン１は、例えば、工場の生産ラインなどにおいて、
複数の部品や完成品などを収納するバケット１００（例えば、図４を参照）を、所定位置
まで搬送するための手段として備えられるものであって、前記バケット１００を搬送する
ための動力は、噛合するスプロケット５１（例えば、図３を参照）を介して伝達される。
　コンベヤチェーン１は、図１に示すように、主にチェーン本体２や、複数の受け部材３
・３・・・などにより構成される。
【００１８】
　チェーン本体２は、コンベヤチェーン１の本体部となる部位である。
　チェーン本体２は、図１（ａ）に示すように、複数の外側リンクプレート２１・２１・
・・や、内側リンクプレート２２・２２・・・や、チェーンローラー２３・２３・・・や
、ローラーピン２４・２４・・・などにより構成される。
【００１９】
　外側リンクプレート２１は、後述する内側リンクプレート２２と同様に、チェーン本体
２の基幹となる部材である。
　外側リンクプレート２１は、第一外側リンクプレート（第一リンクプレート）２１Ａ、
または第二外側リンクプレート（第二リンクプレート）２１Ｂにより構成される。
【００２０】
　第一外側リンクプレート２１Ａは、搬送方向（矢印Ａの方向、以下同じ）に延出する略
角丸長方形状の板状部材により構成され、例えば本実施形態においては、水平方向に延出
し、且つ垂直平面と平行に配設される。
【００２１】
　一方、第二外側リンクプレート２１Ｂは、基部２１ａおよび舌片部２１ｂにより構成さ
れる。
　前記基部２１ａは、搬送方向に延出し、第一外側リンクプレート２１Ａと略同等な形状
に形成される。また、舌片部２１ｂは、略矩形板状に形成され、基部２１ａの延出方向と
の直交方向における一方側の縁部（本実施形態においては、上側縁部）において、前記基
部２１ａとの直角方向、且つ第一外側リンクプレート２１Ａに向かって延設される。
　なお、後述するように、前記舌片部２１ｂを介して、受け部材３は第二外側リンクプレ
ート２１Ｂに固設される。
【００２２】
　そして、第二外側リンクプレート２１Ｂは、基部２１ａが搬送方向との直交方向（即ち
、水平方向）に第一外側リンクプレート２１Ａと対向し、且つ舌片部２１ｂが該第一外側
リンクプレート２１Ａ側に延出するようにして配設される。
【００２３】
　こうして、互いに対向して配設される第一外側リンクプレート２１Ａおよび第二外側リ
ンクプレート２１Ｂによって、一組の外側リンクプレート２１・２１（以下、必要に応じ
て「外側リンクアッセンブリー２１Ｃ」と記載する）からなる外側リンクが構成される。
【００２４】
　内側リンクプレート２２は、前述した外側リンクプレート２１と同様に、チェーン本体
２の基幹となる部材である。
　内側リンクプレート２２は、図１（ｂ）に示すように、搬送方向に延出する略角丸長方
形状の板状部材により構成され、例えば本実施形態においては、水平方向に延出し、且つ
垂直平面と平行に配設される。
【００２５】
　そして、図１（ａ）に示すように、二個の内側リンクプレート２２・２２は、互いに搬
送方向との直交方向（即ち、水平方向）に対向するように配設され、一組の内側リンクプ
レート２２・２２（以下、必要に応じて「内側リンクアッセンブリー２２Ｃ」と記載する
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）からなる内側リンクが構成される。
【００２６】
　チェーンローラー２３は、例えば、チェーン本体２がスプロケット５１に巻回される際
に、該スプロケット５１と直接当接される部材である。
　チェーンローラー２３は、中空状の円筒部材により構成される。
【００２７】
　そして、チェーンローラー２３・２３は、図１（ａ）に示すように、内側リンクアッセ
ンブリー２２Ｃの内側、且つ該内側リンクアッセンブリー２２Ｃの延出方向（搬送方向）
の両端部において、二個の内側リンクプレート２２・２２の対向方向に軸心方向を向けつ
つ配設され、後述するローラーピン２４によって軸支される。
【００２８】
　ローラーピン２４は、前述した複数の外側リンクアッセンブリー２１Ｃ・２１Ｃ・・・
および内側リンクアッセンブリー２２Ｃ・２２Ｃ・・・を、屈曲可能に連鎖するとともに
、チェーンローラー２３を軸支するための部材である。
　ローラーピン２４は、丸棒部材により構成され、その両端部には、カシメ用の溝部が設
けられている。
【００２９】
　ここで、外側リンクアッセンブリー２１Ｃの延出方向の両端部には、該外側リンクアッ
センブリー２１Ｃを構成する第一外側リンクプレート２１Ａおよび第二外側リンクプレー
ト２１Ｂを同時に貫通する貫通孔２１ｃ・２１ｃが設けられる。
　また、内側リンクアッセンブリー２２Ｃの延出方向の両端部には、該内側リンクアッセ
ンブリー２２Ｃを構成する二個の内側リンクプレート２２・２２を同時に貫通する貫通孔
２２ｃ・２２ｃが設けられる。
【００３０】
　そして、外側リンクアッセンブリー２１Ｃの延出方向、即ち搬送方向の一端部（例えば
上流側端部）に、内側リンクアッセンブリー２２Ｃの延出方向、即ち搬送方向の他端部（
例えば下流側端部）が、重なり合うようにして介装される。
　また、外側リンクアッセンブリー２１Ｃの搬送方向の他端部（例えば下流側端部）に、
内側リンクアッセンブリー２２Ｃの搬送方向の一端部（例えば上流側端部）が、重なり合
うようにして介装される。
　さらに、内側リンクアッセンブリー２２Ｃの搬送方向の両端部に、チェーンローラー２
３・２３が介装される。
【００３１】
　このような状態において、外側リンクアッセンブリー２１Ｃの貫通孔２１ｃ、内側リン
クアッセンブリー２２Ｃの貫通孔２１ｃ、およびチェーンローラー２３は、ともに同軸上
に配置される。
　そして、これらの貫通孔２１ｃ・２２ｃおよびチェーンローラー２３の内周部に対して
、ローラーピン２４が、図示せぬブッシングなどを介して貫設される。
【００３２】
　こうして、複数の外側リンクアッセンブリー２１Ｃ・２１Ｃ・・・および内側リンクア
ッセンブリー２２Ｃ・２２Ｃ・・・は、互いに交互に配設されつつ、複数のローラーピン
２４・２４・・・によって、屈曲可能に連鎖される。
　また、この際、各内側リンクアッセンブリー２２Ｃの搬送方向の両端部には、複数のチ
ェーンローラー２３・２３が、ローラーピン２４・２４によって、回動可能に軸支される
のである。
【００３３】
　ここで、例えば、外側リンクアッセンブリー２１Ｃを、第二外側リンクプレート２１Ｂ
のみによって構成することとし、該第二外側リンクプレート２１Ｂを介して隣り合う内側
リンクアッセンブリー２２Ｃ・２２Ｃが互いに連鎖されることとしてもよい。
【００３４】
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　次に、受け部材３について説明する。
　受け部材３は、コンベヤチェーン１によってバケット１００を搬送する際の、該バケッ
ト１００を載置するための部材である。
　受け部材３は、例えば、熱可塑性樹脂や、ゴムなどの弾性部材などからなる略矩形状の
板状部材により構成される。
【００３５】
　そして、受け部材３は、延出方向を搬送方向とし、且つ厚み方向を第一外側リンクプレ
ート２１Ａおよび第二外側リンクプレート２１Ｂの対向方向との直交方向として配設され
る。
　つまり、受け部材３は、外側リンクアッセンブリー２１Ｃの上部において、長手方向を
搬送方向に向けつつ、上面が水平になるようにして配設される。
【００３６】
　ここで、受け部材３の厚み方向の中途部には、舌片部２１ｂが嵌設される。
　即ち、平面視において、受け部材３における搬送方向との直交方向の一方側（より具体
的には、第二外側リンクプレート２１Ｂ側）には、第二外側リンクプレート２１Ｂの舌片
部２１ｂが嵌設される。
　換言すると、受け部材３は、自身の肉厚によって舌片部２１ｂの上下両面を覆ったサン
ドイッチ構造をもって、該舌片部２１ｂと一体的に成形され、該舌片部２１ｂに堅固に固
設される。
【００３７】
　そして、図１（ｂ）に示すように、受け部材３は、舌片部２１ｂの嵌設部において、十
分な厚みを有して形成される一方、搬送方向の上流側および下流側の下面において、該搬
送方向に向かって湾曲する曲面３ｅ・３ｅを有して形成される。
　従って、本実施形態における受け部材３においては、搬送方向の上流側および下流側の
下面が、外側リンクアッセンブリー２１Ｃまたは内側リンクアッセンブリー２２Ｃの、搬
送方向の両側端部と干渉することがないのである。
【００３８】
　一方、図１（ａ）に示すように、舌片部２１ｂにおいて、搬送方向の上流側および下流
側の縁部には、矩形状の凹部２１ｄ・２１ｄが形成される。
　また、舌片部２１ｂの中央部には、切欠孔２１ｅが形成される。
【００３９】
　そして、受け部材３の内部において、該受け部材３の上側部および下側部は、各凹部２
１ｄの内縁部に満たされる第一の中実部３ａ・３ａによって、上下に挟み込むように連結
される。
　これにより、凹部２１ｄにおける、搬送方向との直交方向（舌片部２１ｂの延出方向）
の両側の縁部は、前記第一の中実部３ａと当接されてストッパーとして機能することから
、例えば、突発的な圧縮荷重や引張荷重が、受け部材３に対して、搬送方向との直交方向
に付加されたとしても、舌片部２１ｂより受け部材３が抜脱されたりするようなことはな
い。
【００４０】
　また、図２に示すように、受け部材３の内部において、該受け部材３の上側部および下
側部は、切欠孔２１ｅの内周部（内周面によって囲まれた空間部。以下同じ）に満たされ
る第二の中実部３ｂによって連結される。
　これにより、切欠孔２１ｅの内周面は、前記第二の中実部３ｂと当接されてストッパー
として機能することから、前述した凹部２１ｄと同様に、例えば、突発的な圧縮荷重や引
張荷重が、受け部材３に対して、搬送方向との直交方向に付加されたとしても、舌片部２
１ｂより受け部材３が抜脱されたりするようなことはない。
【００４１】
　以上のように、第一実施形態におけるコンベヤチェーン１においては、凹部２１ｄ（図
１（ａ）を参照）および切欠孔２１ｅが形成される舌片部２１ｂを介して、受け部材３が
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、第二外側リンクプレート２１Ｂに固設される構成となっている。
【００４２】
　なお、受け部材３の成形方法としては、先ず成形用金型（図示せず）のキャビティ内に
舌片部２１ｂを内挿し、次に該キャビティ内に素材を流し込み、その後加熱処理を施す。
つまり、受け部材３は、舌片部２１ｂに対して一体的に成形されるところ、図１（ａ）に
示すように、舌片部２１ｂの延出端部の両側角部２１ｆ・２１ｆは、ともに平面視円弧状
に加工されている。
【００４３】
　従って、本実施形態においては、受け部材３を成形する際、キャビティ内に流し込まれ
る素材が、前記角部２１ｆ・２１ｆの円弧に沿って十分流れやすくなっていることから、
前記素材をキャビティ内に十分に行き渡らせることができ、前記素材の歩留まりの向上を
図ることができるのである。
【００４４】
　ところで、図１（ｂ）に示すように、受け部材３の載置面である上面において、その延
出方向（搬送方向）の両側には、前記受け部材３の厚みを前記延出方向に向かって徐々に
薄くするテーパー面が各々形成される。
　具体的には、受け部材３の上面において、搬送方向の上流部には、該上流側に向かって
徐々に下方に傾斜するテーパー面が（以下、「上流側テーパー面３ｃ」と記載する）が形
成され、搬送方向の下流部には、該下流側に向かって徐々に下方に傾斜するテーパー面（
以下、「下流側テーパー面３ｄ」と記載する）が形成される。
【００４５】
　そして、図３（ａ）に示すように、これらの上流側テーパー面３ｃおよび下流側テーパ
ー面３ｄを有することにより、コンベヤチェーン１の搬送方向の上流側端部または下流側
端部において、該コンベヤチェーン１がスプロケット５１に噛合しながら巻回される際の
、受け部材３の上面が描く軌跡は、前記スプロケット５１と同軸上に配置される想定上の
円形６０内に収まるようになっている。
　なお、前記円形６０は、バケット１００を搬送する際の、受け部材３の上面が描く直線
状の軌跡６１を接線とする円形として規定される。
【００４６】
　このような構成を有することで、本実施形態におけるコンベヤチェーン１によれば、搬
送方向の上流側端部または下流側端部において、バケット１００および受け部材３の双方
に、「噛み込み」や「引っ掛かり」などによる損傷を与えることなく、該バケット１００
を所定位置まで搬送することができる。
【００４７】
　具体的には、図３（ｂ）に示すように、従来のコンベヤチェーン１０１においては、複
数の矩形状の受け部材１０３・１０３・・・が、外側リンクアッセンブリー１２１Ｃの上
部に、長手方向を搬送方向に向けつつ、上面が水平になるようにして配設されていた。
　よって、コンベヤチェーン１０１の搬送方向の上流側端部または下流側端部において、
該コンベヤチェーン１０１がスプロケット５１に巻回される際、受け部材１０３の上面の
、搬送方向の上流側端部および下流側端部は、前記スプロケット５１の半径方向に脈動す
ることとなり、前記受け部材１０３の上面が描く軌跡が、前記スプロケット５１と同軸上
に配置される想定上の円形６０内に収まりきらずにはみ出すこととなる。
【００４８】
　その結果、図４（ｂ）に示すように、例えば、従来のコンベヤチェーン１０１・１０１
間の乗移り部などにおいては、搬送方向の下流側のコンベヤチェーン１０１（以下、「下
流側コンベヤチェーン１０１Ａ」と記載する）に完全に乗移った直後のバケット１００に
向かって、スプロケット５１への巻回状態より開放される直前の受け部材１０３（図４（
ｂ）において、「受け部材１０３Ａ」と記載する）が突入し、前記バケット１００下面の
搬送方向の上流側端部と、前記受け部材１０３上面の搬送方向の下流側端面との間で、「
噛み込み」や「引っ掛かり」などが発生する場合があった。
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【００４９】
　これに対して、図４（ａ）に示すように、本実施形態におけるコンベヤチェーン１・１
間の乗移り部などにおいては、搬送方向の下流側のコンベヤチェーン１（以下、「下流側
コンベヤチェーン１Ａ」と記載する）に完全に乗移った直後のバケット１００に対して、
スプロケット５１への巻回状態より開放される直前の受け部材３（図４（ａ）において、
「受け部材３Ａ」と記載する）が突入したとしても、該受け部材３の上面が描く軌跡は、
前述した円形６０内に収まることから、前記バケット１００下面の搬送方向の上流側端部
と、前記受け部材１０３上面の搬送方向の下流側端面との間で、「噛み込み」や「引っ掛
かり」などが発生することもないのである。
【００５０】
　また、図５（ｂ）に示すように、例えば、従来のコンベヤチェーン１０１・１０１間の
乗移り部などにおいて、下流側コンベヤチェーン１０１Ａに到達する直前のバケット１０
０は、搬送方向下流側の下端部が、偏荷重によって幾分下方に落ち込む場合がある。
　そして、このような状態によるバケット１００が、さらに下流側コンベヤチェーン１０
１Ａへと繰り出されて搬送されることにより、前記バケット１００下面の搬送方向の下流
側端部と、受け部材１０３（より具体的には、スプロケット５１への巻回状態より開放さ
れた直後の受け部材１０３Ｂ）上面の搬送方向の上流側端面との間で、「噛み込み」や「
引っ掛かり」などが発生する場合があった。
【００５１】
　これに対して、図５（ａ）に示すように、本実施形態におけるコンベヤチェーン１・１
間の乗移り部などにおいては、下流側コンベヤチェーン１Ａに到達する直前のバケット１
００の、搬送方向下流側の下端部が、偏荷重によって幾分下方に落ち込み、さらに、この
ような状態によるバケット１００が、下流側コンベヤチェーン１Ａへと繰り出されて搬送
されたとしても、前記搬送方向下流側の下端部が、受け部材３（より具体的には、スプロ
ケット５１への巻回状態より開放された直後の受け部材３Ｂ）の上流側テーパー面３ｃを
摺動しつつ、該受け部材３を相対的に乗り越えることができる。
　従って、バケット１００下面の搬送方向の下流側端部と、受け部材３上面の搬送方向の
上流側端面との間で、「噛み込み」や「引っ掛かり」などが発生することもないのである
。
【００５２】
　さらに、図６（ｂ）に示すように、例えば、従来のコンベヤチェーン１０１にストッパ
ー５２を配設し、搬送途中のバケット１００を、該ストッパー５２に突き当てて停止させ
た場合、搬送方向の上流側に位置するスプロケット５１のトルク、およびバケット１００
を載置する複数の受け部材１０３・１０３・・・の上面に発生する摩擦力などの影響によ
り、前記スプロケット５１とバケット１００との間の領域において、コンベヤチェーン１
０１に「弛み」が発生する場合があった。
　その結果、コンベヤチェーン１０１の「弛み」が生じた領域においては、上方に向かっ
て若干屈曲された状態となり、このような状態において、更にコンベヤチェーン１０１が
搬送方向に向かって移動されることにより、バケット１００下面の搬送方向の下流側端部
と、受け部材１０３上面の搬送方向の上流側端面との間で、「噛み込み」や「引っ掛かり
」などが発生する場合があった。
【００５３】
　これに対して、図６（ａ）に示すように、本実施形態におけるコンベヤチェーン１にス
トッパー５２を配設し、搬送途中のバケット１００を、該ストッパー５２に突き当てて停
止させた場合においても、搬送方向の上流側に位置するスプロケット５１とバケット１０
０との間の領域において、コンベヤチェーン１に「弛み」が発生する。
　その結果、コンベヤチェーン１の「弛み」が生じた領域においては、上方に向かって若
干屈曲された状態となるものの、このような状態において、更にコンベヤチェーン１が搬
送方向に向かって移動されたとしても、バケット１００の搬送方向上流側の下端部は、受
け部材３の下流側テーパー面３ｄを摺動しつつ、該受け部材３を相対的に乗り越えること
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ができる。
　従って、バケット１００下面の搬送方向の上流側端部と、受け部材３上面の搬送方向の
下流側端面との間で、「噛み込み」や「引っ掛かり」などが発生することもないのである
。
【００５４】
　［コンベヤチェーン２０１（第二実施形態）］
　次に、本発明を具現化する、第二実施形態に係るコンベヤチェーン２０１の構成につい
て、図７乃至図９を用いて説明する。
　なお、以下の説明に関しては便宜上、図７（ｂ）、図８、および図９の上下方向をコン
ベヤチェーン２０１の上下方向と規定して記述する。
　また、図７および図９においては、矢印Ａの方向を搬送方向と規定して記述する。
【００５５】
　第二実施形態におけるコンベヤチェーン２０１は、前述した第一実施形態におけるコン
ベヤチェーン１と略同等な構成を有する一方、第二外側リンクプレート２２１Ｂ、および
受け部材２０３の構成について、前記コンベヤチェーン１と相違する。
　よって、以下の説明においては、主にコンベヤチェーン１（第一実施形態）との相異点
について記載し、該コンベヤチェーン１との同等な構成についての記述は省略する。
【００５６】
　コンベヤチェーン２０１は、図７（ａ）に示すように、主にチェーン本体２０２や、複
数の受け部材２０３・２０３・・・などにより構成される。
　前記チェーン本体２０２には、複数の外側リンクプレート２２１・２２１・・・が備え
られる。
【００５７】
　外側リンクプレート２２１は、第一外側リンクプレート２２１Ａ、または第二外側リン
クプレート２２１Ｂにより構成される。
　前記第一外側リンクプレート２２１Ａは、搬送方向（矢印Ａの方向、以下同じ）に延出
する略角丸長方形状の板状部材により構成され、例えば本実施形態においては、水平方向
に延出し、且つ垂直平面と平行に配設される。
【００５８】
　一方、第二外側リンクプレート２２１Ｂは、基部２２１ａおよび舌片部２２１ｂにより
構成される。
　前記基部２２１ａは、搬送方向に延出し、第一外側リンクプレート２２１Ａと略同等な
形状に形成される。また、舌片部２２１ｂは、矩形板状に形成され、基部２２１ａの一方
側の縁部（本実施形態においては、上側縁部）の延出方向中央部より、前記基部２２１ａ
との直角方向に延設される。
　なお、後述するように、前記舌片部２２１ｂを介して、受け部材２０３は第二外側リン
クプレート２２１Ｂに固設される。
【００５９】
　そして、第二外側リンクプレート２２１Ｂは、基部２２１ａが搬送方向との直交方向（
即ち、水平方向）に第一外側リンクプレート２２１Ａと対向し、且つ舌片部２２１ｂが該
第一外側リンクプレート２２１Ａ側に延出するようにして配設される。
【００６０】
　こうして、互いに対向して配設される第一外側リンクプレート２２１Ａおよび第二外側
リンクプレート２２１Ｂによって、一組の外側リンクプレート２２１・２２１（以下、必
要に応じて「外側リンクアッセンブリー２２１Ｃ」と記載する）が構成される。
【００６１】
　ところで、受け部材２０３は、例えば、熱可塑性樹脂や、ゴムなどの弾性部材などから
なる略矩形状の板状部材により構成される。
　また、受け部材２０３は、延出方向を搬送方向とし、且つ厚み方向を第一外側リンクプ
レート２２１Ａおよび第二外側リンクプレート２２１Ｂの対向方向との直交方向として配
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設される。
　つまり、受け部材２０３は、外側リンクアッセンブリー２２１Ｃの上部において、長手
方向を搬送方向に向けつつ、上面が水平になるようにして配設される。
【００６２】
　ここで、図７（ｂ）に示すように、受け部材２０３の厚み方向の中途部には、舌片部２
２１ｂが嵌設される。
　具体的には、受け部材２０３の下面の中央部には、搬送方向に延出する矩形状の凸起部
２０３ａが形成される。また、凸起部２０３ａの長手方向の寸法（図９（ａ）における寸
法Ｘ１）は、舌片部２２１ｂの幅寸法（図９（ａ）における寸法Ｙ１）に比べて大きくな
るように設定されている（Ｘ１＞Ｙ１）。
【００６３】
　そして、図９（ａ）に示すように、搬送方向との直交方向の一方側（より具体的には、
第二外側リンクプレート２２１Ｂ側）より、舌片部２２１ｂが、凸起部２０３ａに嵌設さ
れ、受け部材２０３は、該舌片部２２１ｂと上下に挟み込むように一体的に成形され、該
舌片部２２１ｂに堅固に固設される。
　これにより、図９（ｂ）に示すように、舌片部２２１ｂは、凸起部２０３ａによって搬
送方向の上流側と下流側、および下面を被包された状態となり、例えば、突発的な圧縮荷
重や引張荷重が、受け部材２０３に対して、搬送方向や上方に向かって付加されたとして
も、舌片部２２１ｂに対する受け部材２０３の位置がずれたり、または舌片部２２１ｂに
対して受け部材２０３がめくりあがったりするようなことはない。
【００６４】
　一方、図７（ａ）に示すように、舌片部２２１ｂの中央部には、切欠孔２２１ｅが形成
される。
　そして、図８に示すように、受け部材２０３の内部において、該受け部材２０３の上側
部および下側部（より具体的には、凸起部２０３ａ）は、切欠孔２２１ｅの内周部に満た
される中実部２０３ｂによって連結される。
　これにより、切欠孔２２１ｅの内周面は、前記中実部２０３ｂと当接されてストッパー
として機能することから、例えば、突発的な圧縮荷重や引張荷重が、受け部材２０３に対
して、搬送方向との直交方向に付加されたとしても、舌片部２２１ｂより受け部材２０３
が抜脱されたりするようなことはない。
【００６５】
　以上のように、第二実施形態におけるコンベヤチェーン２０１においては、切欠孔２２
１ｅが形成される舌片部２２１ｂを介して、受け部材２０３が、第二外側リンクプレート
２２１Ｂに固設される構成となっている。
【００６６】
　ここで、図７（ａ）に示すように、本実施形態におけるコンベヤチェーン２０１の舌片
部２２１ｂには、前述した第一実施形態における舌片部２１ｂのような、搬送方向の上流
側および下流側の縁部に位置する矩形状の凹部２１ｄ・２１ｄが形成されていない。
　よって、コンベヤチェーン２０１においては、第一実施形態におけるコンベヤチェーン
１に比べて、舌片部２２１ｂの加工工数が減少するため、コストの低減化を図ることがで
きる。
【００６７】
　また、コンベアチェーン２０１においては、受け部材２０３の下面の中央部に凸起部２
０３ａが形成され、該凸起部２０３ａを介して舌片部２２１ｂが嵌設される。
　よって、第一実施形態におけるコンベヤチェーン１のように、受け部材３の厚みを、予
め全体的に大きく設定しておく場合に比べて、コンベアチェーン２０１においては、受け
部材２０３の材料を減らすことができ、コスト低減を図ることができるのである。
【００６８】
　［コンベヤチェーン３０１（第三実施形態）］
　次に、本発明を具現化する、第三実施形態に係るコンベヤチェーン３０１の構成につい
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て、図１０乃至図１２を用いて説明する。
　なお、以下の説明に関しては便宜上、図１０（ｂ）、図１１、および図１２の上下方向
をコンベヤチェーン３０１の上下方向と規定して記述する。
　また、図１０および図１２においては、矢印Ａの方向を搬送方向と規定して記述する。
【００６９】
　第三実施形態におけるコンベヤチェーン３０１は、前述した第一実施形態におけるコン
ベヤチェーン１と略同等な構成を有する一方、第二外側リンクプレート３２１Ｂ、および
受け部材３０３の構成について、前記コンベヤチェーン１と相違する。
　よって、以下の説明においては、主にコンベヤチェーン１（第一実施形態）との相異点
について記載し、該コンベヤチェーン１との同等な構成についての記述は省略する。
【００７０】
　コンベヤチェーン３０１は、図１０（ａ）に示すように、主にチェーン本体３０２や、
複数の受け部材３０３・３０３・・・などにより構成される。
　前記チェーン本体３０２には、複数の外側リンクプレート３２１・３２１・・・が備え
られる。
【００７１】
　外側リンクプレート３２１は、第一外側リンクプレート３２１Ａ、または第二外側リン
クプレート３２１Ｂにより構成される。
　前記第一外側リンクプレート３２１Ａは、搬送方向（矢印Ａの方向、以下同じ）に延出
する略角丸長方形状の板状部材により構成され、例えば本実施形態においては、水平方向
に延出し、且つ垂直平面と平行に配設される。
【００７２】
　一方、第二外側リンクプレート３２１Ｂは、基部３２１ａおよび舌片部３２１ｂにより
構成される。
　前記基部３２１ａは、搬送方向に延出し、第一外側リンクプレート３２１Ａと略同等な
形状に形成される。また、舌片部３２１ｂは、矩形板状に形成され、基部３２１ａの一方
側の縁部（本実施形態においては、上側縁部）の延出方向中央部より、前記基部３２１ａ
との直角方向に延設される。
　なお、後述するように、前記舌片部３２１ｂを介して、受け部材３０３は第二外側リン
クプレート３２１Ｂに固設される。
【００７３】
　そして、第二外側リンクプレート３２１Ｂは、基部３２１ａが搬送方向との直交方向（
即ち、水平方向）に第一外側リンクプレート３２１Ａと対向し、且つ舌片部３２１ｂが該
第一外側リンクプレート３２１Ａ側に延出するようにして配設される。
【００７４】
　こうして、互いに対向して配設される第一外側リンクプレート３２１Ａおよび第二外側
リンクプレート３２１Ｂによって、一組の外側リンクプレート３２１・３２１（以下、必
要に応じて「外側リンクアッセンブリー３２１Ｃ」と記載する）が構成される。
【００７５】
　ところで、受け部材３０３は、例えば、熱可塑性樹脂や、ゴムなどの弾性部材などから
なる略矩形状の板状部材により構成される。
　また、受け部材３０３は、延出方向を搬送方向とし、且つ厚み方向を第一外側リンクプ
レート３２１Ａおよび第二外側リンクプレート３２１Ｂの対向方向との直交方向として配
設される。
　つまり、受け部材３０３は、外側リンクアッセンブリー３２１Ｃの上部において、長手
方向を搬送方向に向けつつ、上面が水平になるようにして配設される。
【００７６】
　ここで、図１０（ｂ）に示すように、受け部材３０３の厚み方向の中途部には、舌片部
３２１ｂが嵌設される。
　具体的には、図１２（ａ）に示すように、受け部材３０３の下面の中央部には、底面視
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「コ」字状の凸起部３０３ａが、搬送方向との直交方向の一方側（より具体的には、第二
外側リンクプレート３２１Ｂ側）に向かって開口するように形成される。
【００７７】
　前記凸起部３０３ａの内縁部における搬送方向に沿った内側寸法（図１２（ａ）におけ
る寸法Ｘ２）は、舌片部３２１ｂの幅寸法（図１２（ａ）における寸法Ｙ２）と同程度と
なるように設定されている（Ｘ２＝Ｙ２）。
　また、凸起部３０３ａの厚み寸法（より具体的には、凸起部３０３ａの内縁部における
上下方向の深さ寸法）は、舌片部３２１ｂの厚み寸法と同程度となるように設定されてい
る。
【００７８】
　そして、凸起部３０３ａの内縁部に、舌片部３２１ｂは嵌設され、受け部材３０３は、
該舌片部３２１ｂと一体的に成形され、該舌片部３２１ｂに堅固に固設される。
　これにより、舌片部３２１ｂは、凸起部３０３ａによって搬送方向の上流側と下流側、
および延出方向側（より具体的には、第二外側リンクプレート３２１Ｂ側との対向側）を
被包された状態となり、例えば、突発的な圧縮荷重や引張荷重が、受け部材３０３に対し
て、搬送方向に向かって付加されたとしても、舌片部３２１ｂに対する受け部材３０３の
位置がずれたりするようなことはない。
【００７９】
　一方、図１０（ａ）に示すように、舌片部３２１ｂの中央部には、切欠孔３２１ｅが形
成される。
　そして、図１１に示すように、受け部材３０３の内部において、該受け部材３０３の上
側部は、切欠孔３２１ｅの内周部に満たされる中実部３０３ｂによって連結されるととも
に、該中実部３０３ｂの下端部は、該中実部３０３ｂと同軸上の拡径部３０３ｅと連結さ
れる。
【００８０】
　これにより、図１２（ｂ）に示すように、切欠孔３２１ｅの内周面は、前記中実部３０
３ｂと当接されてストッパーとして機能することから、例えば、突発的な圧縮荷重や引張
荷重が、受け部材３０３に対して、搬送方向との直交方向に付加されたとしても、舌片部
３２１ｂより受け部材３０３が抜脱されたりするようなことはない。
　また、拡径部３０３ｅの上面縁部が切欠孔３２１ｅの下端縁部と当接されることから、
例えば、突発的な圧縮荷重や引張荷重が、受け部材３０３に対して、上方に向かって付加
されたとしても、舌片部３２１ｂに対して受け部材３０３がめくりあがったりするような
ことはない。
【００８１】
　以上のように、第三実施形態におけるコンベヤチェーン３０１においては、切欠孔３２
１ｅが形成される舌片部３２１ｂを介して、受け部材３０３が、第二外側リンクプレート
３２１Ｂに固設される構成となっている。
【００８２】
　ここで、図１０（ａ）に示すように、本実施形態におけるコンベヤチェーン３０１の舌
片部３２１ｂには、前述した第一実施形態における舌片部２１ｂのような、搬送方向の上
流側および下流側の縁部に位置する矩形状の凹部２１ｄ・２１ｄが形成されていない。
　よって、コンベヤチェーン３０１においては、第一実施形態におけるコンベヤチェーン
１に比べて、舌片部３２１ｂの加工工数が減少するため、コストの低減化を図ることがで
きる。
【００８３】
　また、コンベアチェーン３０１においては、受け部材３０３の下面の中央部に凸起部３
０３ａが形成され、該凸起部３０３ａを介して舌片部３２１ｂが嵌設されるとともに、該
舌片部３２１ｂの切欠孔３２１ｅに満たされた中実部３０３ｂの下端部に、拡径部３０３
ｅが形成される。
　よって、第一実施形態におけるコンベヤチェーン１のように、受け部材３の厚みを、予
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部材３０３の材料を減らすことができ、コスト低減を図ることができるのである。
【００８４】
　［受け部材４０３（５０３）（別実施形態）］
　次に、別実施形態に係る受け部材４０３（５０３）の構成について、図１３を用いて説
明する。
　なお、以下の説明に関しては便宜上、図１３の上下方向を受け部材４０３（５０３）の
上下方向と規定して記述する。
　また、図１３においては、矢印Ａの方向を搬送方向と規定して記述する。
【００８５】
　別実施形態における受け部材４０３（５０３）は、前述した第一実施形態に係るコンベ
ヤチェーン１に備えられる受け部材３と略同等な形状を有して構成される一方、搬送方向
の上流側および下流側の下面の形状について、前記受け部材３と相違する。
　よって、以下の説明においては、主に受け部材３との相異点について記載し、該受け部
材３と同等な形状からなる箇所についての記述は省略する。
【００８６】
　図１３（ａ）に示すように、受け部材４０３の搬送方向（矢印Ａの方向）の中央部は、
例えば、前述した第一実施形態の第二外側リンクプレート２１Ｂにおける舌片部２１ｂ（
図１（ｂ）を参照）が嵌設可能な厚みを有して形成される。
　一方、受け部材４０３の搬送方向の上流側および下流側は、前記搬送方向の中央部に比
べて十分薄い厚みとなるように形成される。
【００８７】
　そして、受け部材４０３の、搬送方向の上流側および下流側の下面には、平板状のリブ
部材４０３ａ・４０３ａが、搬送方向に延出し、且つ垂直平面と平行に各々形成される。
【００８８】
　なお、リブ部材の枚数は、特に限定されるものではなく、例えば、図１３（ｂ）に示す
ように、受け部材５０３における搬送方向の上流側および下流側の下面に、二枚以上（図
１３（ｂ）においては二枚）のリブ部材５０３ａ・５０３ａ・・・が、各々平行に形成さ
れることとしてもよい。
　また、これら複数枚のリブ部材の配置についても、本実施形態に示されるような互いに
平行となるものに限定されず、例えば格子状など、他の配置であってもよい。
【００８９】
　このような構成からなる受け部材４０３（５０３）によれば、該受け部材４０３（５０
３）の搬送方向の上流側および下流側に付加される、突発的な圧縮荷重や引張荷重に対す
る剛性を維持しつつ、第一実施形態におけるコンベヤチェーン１の受け部材３に比べて、
材料を減らすことが可能となり、コスト低減を図ることができるのである。
【符号の説明】
【００９０】
　１　　コンベヤチェーン
　３　　受け部材
　３ｃ　　上流側テーパー面
　３ｄ　　下流側テーパー面
　２１Ａ　　第一外側リンクプレート（第一リンクプレート）
　２１Ｂ　　第二外側リンクプレート（第二リンクプレート）
　２１ｂ　　舌片部
　５１　　スプロケット
　６０　　円形
　６１　　軌跡
　１００　　バケット（搬送物）
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【図３】 【図４】
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